
出雲市行政組織条例の一部を改正する条例
行財政改革集中期間にあわせ、平成２６年４月に設置した行政改革部
を、一定の成果が得られたことから本年度末をもって廃止するもの

出雲市特別会計条例の一部を改正する条例
本年度末をもって出雲市住宅新築資金等貸付事業特別会計を廃止する
もの

出雲市土地開発基金条例の一部を改正する条例
土地開発基金の現金保有を減額し一般会計に繰り入れるもの

地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除等に関する条
例の一部を改正する条例
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に
関する法律」の一部改正に伴い、地域経済牽引事業者への固定資産税
の課税免除を行うため、所要の改正を行うもの

可決に反対の理由・意見

出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部
を改正する条例
移転新築工事を行っている高松コミュニティセンターが完成すること
に伴い、施設の位置を改めるもの

出雲市消防本部手数料条例の一部を改正する条例
「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」の一部改正に伴い、危
険物製造所の設置許可等に係る手数料の標準額が改正されたため、所
要の改正を行うもの

出雲市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令」の一部改正
に伴い、損害補償の算定の基礎となる額を改めるため、所要の改正を
行うもの

可決に反対の理由・意見

可決に
全員賛成

議第８２号 審査結果

可決に
賛成多数

議第９４号 審査結果

可決に
全員賛成

議第９５号 審査結果

国の事業ではあるが、支援の対象が大多数を占める地域の中小企業・小規模企業ではな
く、ごく一握りの企業となり、一部の企業のみを優遇するものであるため

扶養親族がある場合の加算額について、子がいる場合の加算額は引き上げられるが、配偶
者は引き下げとなっている。配偶者の加算額も引き上げるべきであるため

議第８０号 審査結果

可決に
全員賛成

議第８１号 審査結果
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議第７９号 審査結果

可決に
全員賛成

可決に
全員賛成

議第９６号 審査結果

可決に
賛成多数
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出雲市支所設置条例及び出雲市地域福祉センターの設置及び管理
に関する条例の一部を改正する条例
大社支所を大社健康福祉センターに移転することに伴い、本年度末を
もって大社健康福祉センターを廃止し、大社支所の位置を変更するも
の

可決に反対の理由・意見

出雲市高齢者等外出支援事業条例
佐田地域又は多伎地域に居住する高齢者及び障がい者を、その居宅か
ら医療機関、商業施設等へ送迎を行う事業を実施するため、新たに条
例を制定するもの

辺地に係る総合整備計画の策定及び変更について
辺地に係る総合整備計画を策定及び変更することについて、議会の議
決を求めるもの

出雲市公有林採石契約の締結について
市公有林における採石契約を締結することについて、議会の議決を求
めるもの

公共施設の売却先選定の透明化を求める陳情
公共施設の売却先選定の透明化を確保するため、選定プロセスと選定
委員名の公表を求めるもの

不採択に賛成の理由・意見

不採択に反対の理由・意見

市有地に設置した施設を転貸することが可能となっている現在の
仕組みを抜本的に見直すことを求める陳情
公募で選定した企業が市有地の上に設置した施設を、他の企業に転貸
することが可能となっている仕組みの抜本的見直しを求めるもの

議第９７号 審査結果

可決に
全員賛成

議第１１８号 審査結果

可決に
全員賛成

議第１０１号 審査結果

可決に
賛成多数

議第１０３号 審査結果

可決に
全員賛成

大社支所の老朽化が著しく、耐震性も低いのは事実であるが、今、支所機能のあり方が審
議されている中で、支所機能の縮小につなげようとするものであるため

不採択に
賛成多数

陳情第９号 審査結果

不採択に
賛成多数

陳情第１０号 審査結果

選定委員名を公表することは、プライバシー等の問題もあり、慎重な検討が必要である
が、選定プロセスは非常に大事であり、その透明性の確保は大切だと認識しているため

選定プロセス及び選定委員名を公表した場合、応募者から選定委員への働きかけなど、公
平公正な審査・選定に支障をきたす恐れがあること、また、出雲市情報公開条例及び出雲
市公共施設譲渡先候補者選定委員会設置要綱に基づき実施されており、現状に問題はない
ため
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不採択に賛成の理由・意見

不採択に反対の理由・意見

法的に問題はなく、国・県においても転貸を可能としていること、また、陳情書に書かれ
ているご縁広場の飲食・物販施設については、平成２４年に提出された事業者からの提案
書に明記されており、手続上の問題もなく、現に出雲大社周辺のにぎわい創出に寄与して
いるため

地域や観光客に貢献しているのも事実であるが、応募した企業とは異なる大企業に市有地
を転貸することが可能となっている仕組みは問題であるため

3/3


